
令和３年度森林環境譲与税の使途公表（門川町） 

 

平成３１年４月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与

税が創設され、本町においても、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。 

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税

の使途を公表しなければならないとされています。 

 

【参考】森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第３４条第３項 

市町村及び都道府県の長は、地方自治法第２３３条第３項の規定により決算を議会の認定

に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネット

の利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

 

令和３年度（2021）活用実績 

事業名等 内容 金額 

林地台帳整備事業 
意向調査に活用する林地台帳システムのデ

ータ更新の業務を委託した。 
440,000 円 

森林整備事業 
町森林経営管理事業対象森林の除間伐や作

業道の補修を実施した。 
6,930,000 円 

森林災害保険 
町森林経営管理事業対象森林の除間伐を実

施した箇所の森林災害保険加入。 
222,366 円 

労働環境改善支援事業 

本町での林業離れの要因となっている植栽

後１～６年目の下刈作業に従事した者に対

して、労働環境改善支援金として助成を行っ

た。 

5,000,000 円 

就労条件整備事業 
耳川広域森林組合門川事業所森林作業班員

に対する社会保険等の一部を助成した。 
1,382,000 円 

森林整備担い手確保パ

イロット事業 

自営林家や一人親方に対する労災保険等の

一部を助成した。 
382,000 円 

林業労働安全衛生推進

事業 

耳川広域森林組合門川事業所森林作業班員

に対する安全装備品の購入や安全衛生推進

経費に対して助成を行った。 

2,000,000 円 

地域林政アドバイザー 

森林経営管理法に基づき、意向調査や森林の

現況調査、経営管理権集積計画を策定するた

め、地域林政アドバイザーを雇用した。 

3,294,307 円 

需用費 
事務用品等の購入や意向調査用チラシを作

成した。 
69,454 円 

合計 
 

19,720,127 円 

 


